
車両管理等業務仕様書 

 

第１章  総 則 

 

第１条（適用範囲） 

この仕様書は、東日本高速道路株式会社関東支社（以下「発注者」という。）が●●●●（以下「受注者」

という。）に発注する車両管理等業務（以下「業務」という。）に適用する。 

 

第２条（一般業務） 

受注者は、善良なる管理者の注意義務をもって正確かつ迅速に業務を実施しなければならない。 

 

第３条（監督員の権限） 

契約書第７条第２項の規定に基づき監督員に委任した権限は次の各号に掲げるものをいう。 

（１）契約書第１０条の規定に基づき行う報告の受理及び確認 

（２）契約書第１１条の規定に基づき行う報告の受理、確認（検査・調査）及び指示 

（３）契約書第１２条、第３３条第４項の規定に基づき行う貸与品等の取扱い 

（４）契約書第１３条の規定により行う業務内容の変更 

（５）契約書第１４条の規定により行う業務の全部又は一部の一時中止の依頼 

（６）契約書第１８条第１項及び第２項の規定に基づき行う臨機の措置に係る意見徴収及び通知の受理、並び

に第３項の規定に基づき行う臨機の措置の請求 

 

第４条（補助監督員の権限） 

契約書第７条第３項の規定に基づき補助監督員を定めた場合の権限は次の各号に掲げるものをいう。 

（１）契約書第７条第２項第一号に規定する業務に関する指示 

（２）契約書第７条第２項第四号に規定する業務に関する調査 

（３）契約書第１０条に基づく報告の受理及び確認 

（４）契約書第１１条に基づく報告の受理、確認及び指示 

 

第５条（安全運転管理責任者及び車両管理員） 

受注者は、業務の履行について、安全運転管理責任者を１名選任するとともに業務実施箇所の車両台数に

応じて車両管理員（代務員を含むものとし、以下同様とする。）を配置し、様式第１号（安全運転管理責任

者等届）により、発注者に通知しなければならない。 

２ 受注者は、前項の安全運転管理責任者及び車両管理員について、本契約の履行期間を通して７０歳未満の

者を選任及び配置しなければならない。 

３ 受注者は、第１項の車両管理員について、６５歳以上の者を配置する場合は、適齢診断（高齢運転者のた

めの適齢診断として国土交通大臣が認定したものをいう。）を受診させることとし、運転に支障が無いこと

を受注者が確認するものとする。 

適齢診断は、履行期間開始日（車両管理員に変更が生じる場合は変更年月日）の１年以内に受診している

ことを条件とする。 

なお、履行期間終了日までに、受診日から３年経過する場合は、３年経過する日までに、再度適齢診断を



受診させることとし、運転に支障が無いことを受注者が改めて確認するものとする。 

４ 受注者は、第１項の車両管理員について、普通自動車第一種運転免許取得後５年以上である者（ただし、

対象車両が普通自動車第一種運転免許で運転することができない場合は、当該車両の運転が可能となる免許

を取得後５年以上である者）、かつ、過去５年間において飲酒違反・事故及び妨害運転違反・事故の記録が

ない者を配置しなければならない。 

５ 受注者は、第１項の安全運転管理責任者について、業務が完了するまで原則として、変更することはでき

ない。 

ただし、病気・退職・死亡等極めて特殊な事情により配置することが困難な場合は、発注者の承諾を得る

ことで、安全運転管理責任者と同等以上の者に変更することができる。 

６ 受注者は、第１項の車両管理員について、履行期間開始日（車両管理員に変更が生じた場合は変更年月日）

から１年以上経過した場合に限り、発注者の承諾を得ることで変更することができる。 

ただし、病気・退職・死亡等極めて特殊な事情により配置することが困難な場合は、履行期間開始日（車

両管理員に変更が生じた場合は変更年月日）から１年未満であっても発注者の承諾を得ることで車両管理員

と同等以上の者に変更することができる。 

７ 受注者は、第１項の安全運転管理責任者及び車両管理員に変更が生じた場合は、様式第２号（安全運転管

理責任者等変更届）により、発注者に通知するものとする。 

 

第６条（遵守事項） 

受注者は、次の各号を遵守すること。 

（１）受注者は、車両管理員に対する業務の履行方法に関する指示、その他の管理を行わなければならない。 

（２）受注者は、車両管理員に日々の業務履行前に様式第３号（車両管理等業務日常点検表）により車両各部

の点検を行わせるとともに、運行する場合は、道路交通法その他関係法令を遵守させなければならない。ま

た、事故その他異常を発見した場合は、的確な初期対応を行わせなければならない。 

（３）受注者は、前号の事故その他異常を発見した場合は、直ちに監督員に報告しなければならない。 

（４）受注者は、車両管理員の自動車運転免許の履歴等について、常に把握し適切な指導を行い、交通安全の

確保に努めなければならない。 

（５）受注者は、原則として年２回以上、車両管理員と面談を行い健康状態について把握しなければならない。 

（６）受注者は、原則として年２回以上、業務の向上を図るため、車両管理員に研修を行わなければならない。 

（７）受注者は、安全運転管理責任者に、２ヶ月に１回以上、車両管理員に対する交通安全等に係る巡回指導

を面談により行わせなければならない。 

（８）車両管理員は、業務履行前後に安全運転管理者（発注者が道路交通法第７４条の３第１項に基づき選任

した安全運転管理者をいう。以下同様とする。）又は同管理者が都度指定する者によるアルコール濃度確認

を受けなければならない。確認の結果、呼気 1 リットルあたり 0.01mg 以上のアルコール濃度を検知した場

合、又、過労、病気等により正常な運転ができないおそれがある場合は、当該車両管理員は車両を運転して

はならない。 

（９）安全運転管理責任者は、安全運転管理者が行う業務（道路交通法施行規則第九条の十各号に定める業務

の他、飲酒運転の防止をはじめとした道路交通法令の遵守、交通事故の防止に向けた取り組み等）に協力し

なければならない。 

 

第７条（業務の休止） 



安全運転管理責任者は、受注者の都合により業務の履行ができないときは、様式第４号（履行休止承諾願）

により、事前に監督員に届け出て、その承諾を受けるものとする。 

 

第８条（車両運行計画の作成） 

  監督員は、毎週金曜日（金曜日が祝祭日等の場合は、発注者の直近の前営業日）の午前中までに翌一週間

分（翌週の月曜日から日曜日まで）の車両運行計画を作成し、様式第５号（週間車両運行計画表）により、

安全運転管理責任者へ依頼するものとする。 

２ 監督員は、前項に定める運行計画に変更が生じた場合は、変更が生じた運行日の前日（前日が土曜日、日

曜日及び祝祭日等の場合は、発注者の直近の前営業日）の午後５時までに（午後５時以降運行開始までの間

に変更が生じた場合は速やかに）車両運行計画を変更し、様式第５号（週間車両運行計画表）の変更により、

安全運転管理責任者へ依頼するものとする。 

３ 車両管理員は、運行先において業務及び道路事情等やむを得ず、第１項及び前項に定める車両運行計画に

変更が生じた場合、様式第６号（車両管理確認日誌）により安全運転管理責任者へ報告しなければならない。 

４ 安全運転管理責任者は、監督員から指示された車両運行計画が安全運転の確保、人員体制等から不適切な

ものとなっている場合は、その旨を口頭により監督員へ申し入れ協議できるものとする。 

 

第９条（緊急業務の指示等） 

監督員は、本業務の履行にあたり、緊急やむを得ない事情又は合理的な理由がある場合には、安全運転管

理責任者へ口頭により依頼等を行うことができるものとし、既に行った依頼等の内容を様式第７号（業務依

頼書）に記載し、７日以内に安全運転管理責任者へ通知するものとする。 

 

第２章  業務内容 

 

第１０条（車両の配置） 

受注者が業務を行う車両（以下「業務車両」という。）及び保管場所は、様式第８号（車両一覧表）のと

おりとする。 

２ 発注者は、業務上必要な場合は、前項の業務車両等を変更することができるものとする。 

この場合、発注者は、業務車両等を変更する日の１４日前までに、様式第９号（車両変更通知書）をもって

受注者に通知するものとする。なお、通知する日において、車両登録番号等が決定していない場合、発注者

は自動車検査証等が整い次第すみやかに受注者に送付することとする。 

３ 受注者は、その管理する業務車両等を業務以外の目的に使用してはならない。 

４ 監督員は、業務上必要な場合は、第１１条（（２）（４）（７）を除く）に掲げる業務を行うために、第１

項に定める業務車両以外の車両を運行させることができるものとし、運行させる場合は、様式第５号（週間

車両運行計画表）により、安全運転管理責任者へ依頼するものとする。 

５ 前項で運行させる車両は、発注者が契約する任意保険又は第１６条に規定する任意保険と同等以上の任意

保険に加入している車両を使用しなければならない。 

 

第１１条（業務の内容） 

業務の内容は、次の各号に掲げるとおりとする。なお、業務に必要な消耗品（燃料を除く）については、

受注者の負担により用意するものとする。 



（１）車両の運転 

（２）車両の日常点検 

（３）燃料の補給 

（４）車両の保管 

（５）車両の清掃 

（６）前各号に付随する業務 

（７）自動車の保険に関する業務（自動車損害賠償保障法に基づく強制保険及び車両保険に関する業務を除く） 

 

第１２条（業務の履行） 

発注者が車両の運行を依頼する標準的な時間は、土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する祝

日及び年末年始（１２月２９日から翌年１月３日まで）（以下「休日」という。）を除く日の８時４５分から

１７時４５分（休憩時間含む）とする。 

２ 監督員は、前項の時間以外又は宿泊料を伴う業務であっても発注者の必要に応じ様式第５号（週間車両運

行計画表）により、安全運転管理責任者へ依頼することができるものとする。 

３ 発注者は、前項により第１項に定める休日に業務を実施させる場合は、その日数分（当該休日の勤務時間

が６時間以上の場合は１日、６時間未満の場合は半日）の休日を受注者に与えるものとする。安全運転管理

責任者は、その休日を取得する日を監督員に対し、１０日前までに報告するものとする。 

 

第１３条（貸与品） 

受注者は、無償で貸与又は支給される物品について、監督員と相談の上引渡しを受けること。 

 

第１４条（燃料の補給） 

燃料については、発注者の指定する給油所において補給すること。 

なお、緊急時において、上記によりがたい場合は監督員と相談の上実施すること。 

 

第１５条（車両の保管責任） 

受注者は、第１２条に定める業務実施時間以外においても、車両の保管について責任を負わなければなら

ない。 

 

第１６条（車両の任意保険） 

自動車の保険に関して、受注者は、第１０条第１項及び第２項の業務車両に対し、任意保険（対人賠償、

対物賠償及び人身障害）に加入し、保険証書の写しを監督員に提出しなければならない。更新又は変更時も

同様に提出するものとする。 

なお、その保険金額の下限は、次のとおりとする。  

 

担保種別 保険金額（下限） 

対人賠償（運転手問わず） 

対物賠償（運転手問わず） 

人身障害（運転手問わず） 

無制限 

無制限（免責３万円） 

３,０００万円 

 



第１７条（事故等の報告） 

受注者は、本業務の履行に関し、車両の故障、事故又は法令違反が発生した場合は、速やかに監督員へ報

告するものとする。 

 

第１８条（車両管理員の被服等） 

受注者は、車両管理員に業務に適した被服及びネームプレートを着用させるものとする。 

 

第１９条（費用の負担） 

本業務の履行に伴う受注者の費用負担については、次のとおりとする。 

（１）受注者の過失により生じた車両の損傷に伴う費用 

（２）その他監督員と安全運転管理責任者において協議し決定した費用 

 

第２０条（業務履行実績の確認） 

  業務履行実績の確認については、次のとおりとする。 

（１） 実施業務部分の検査 

①安全運転管理責任者は、第１１条に定める日常点検表と業務の実施状況を記載した様式第６号（車両管

理確認日誌）を作成し、速やかに監督員に提出するものとする。なお、安全運転管理責任者は、車両管理

員の業務履行状況を常に把握するものとする。 

②受注者は、契約書第２３条第２項の規定に基づく、部分払いの請求に係る業務実施状況の検査を請求す

る場合には、様式第１０号（実施業務部分検査願）に様式第１１号（車両管理報告書）を添えて、請求月

の第５営業日までに、監督員を経由し、発注者に提出するものとする。ただし、９月分及び３月分におい

ては、翌月の第１営業日の午前中までに提出するものとする。 

③発注者は、受注者から提出された実施業務部分検査願に基づき、受注者が実施した業務を検査し、その

結果を実施業務部分認定書により受注者に通知するものとする。 

（２） 完了検査 

  ①契約書第２１第１項の規定に基づく完了通知は、様式第１２号（完了届）により行うものとし、受注者

は監督員を経由し、発注者に提出するものとする。 

②発注者は、完了検査に先立ち、受注者に対して書面をもって検査日及び完了検査員を指名し通知するも

のとする。 

 

第３章  契約金額 

 

第２１条（契約金額内訳明細書） 

契約書第３条に定める契約金額内訳明細書については、様式第１３号（契約金額内訳明細書）によるもの

とする。 

 

第２２条（契約金額の精算） 

契約金額の精算について次のとおりとする。但し、取引に係る消費税及び地方消費税額（以下「消費税」

という。）を除くものとする。 

（１）受注者が業務を実施しなかった日又は時間があるときは、次の式により、基本月額から減額するものと



する。 

（日単位）減額する額＝基本月額÷業務すべき日数×業務しなかった日数 

（時間単位）減額する額＝基本月額÷業務すべき日数÷８時間×業務しなかった時間数 

   なお、１円未満の端数は切り捨てるものとする。 

（２）受注者が業務を実施しなかった日のうち、次の各号の理由により業務を履行できない場合は、契約金額

の減額を行わないものとする。 

①車検整備及び定期整備に要する期間 

②故障及び事故による車両の修理に要する時間（ただし、受注者の重大な過失による事故等の場合を除

く） 

（３）追加時間の精算 

①第１２条の定めにより、標準的な時間以外の業務を行った場合には、土曜日、日曜日、国民の祝日に関

する法律に規定する祝日及び年末年始（１２月２９日から翌年１月３日まで）は、１時間につき４，３９

１円５０銭（午後１０時から翌午前５時までは８１３円２４銭を加算）を、それ以外の業務日は、１時間

につき４，０６６円２０銭（午後１０時から翌午前５時まではこれらに８１３円２４銭を加算）を、また、

追加時間が月６０時間を超えて業務を行った場合には、１時間につき４，８７９円４４銭（午後１０時か

ら翌午前５時まではこれらに８１３円２４銭を加算）を、さらに、宿泊を伴った場合には、１泊につき１

６，５１０円をそれぞれ基本月額に加算するものとする。 

なお、１時間未満の端数がでた場合には、１ヶ月の合計時間において、３０分以上を切り上げ、３０分

未満を切り捨てるものとする。 

②上記の標準的な時間以外の割増金の算出は、受注者が業務を開始した時点から、原則として第１０条に

定める車両の保管場所に納車するまでとする。 

（４）その他費用の精算 

   運行先において、車両運行上必要な費用（駐車場利用料金、有料道路利用料金等）を車両管理員が支払

った場合、その実費を加算するものとする。（車両管理員の飲食や宿泊に要した費用の他、本契約におい

て受注者負担となっている費用は除く） 

 

第２３条（請求方法） 

受注者は、基本月額に、前条の定めにより算出した金額を増減して精算額とし、その合計額に消費税（当

該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額）を加算し、様式第１４号（計算書）

を請求書に添付して請求するものとする。 

 

第２４条（業務実施における秘密の保持） 

業務実施における秘密の保持については、以下のとおりとする。 

（１） 目 的 

業務を遂行するため知り得た秘密情報及び個人情報の取扱いについて、以下のとおり定めるものとする。 

（２） 定 義 

秘密保持に関する用語の定義は、次の各項目に定めるところによる。 

①「秘密情報」とは、発注者及び受注者が所有する資料・データ・報告書等で、発注者又は受注者により

秘密である旨の表示がなされたものをいう。 

②「個人情報」とは、個人情報の保護に関する法律（平成１５年５月３０日法律第５７号）第２条第１項



に規定する個人情報をいう。 

③「秘密情報」及び「個人情報」は、文書・画面・電磁的記録等の保存媒体の如何を問わない。 

（３）目的外の使用の禁止 

受注者は、業務のために提供された秘密情報及び個人情報を業務の目的以外に使用してはならない。なお、

業務が完了し、又は解除された後においても同様とする。 

（４）適切な管理 

受注者は、業務の遂行にあたり知り得た秘密情報及び個人情報について、善良な管理者の注意をもって、

漏えい、滅失又は毀損の防止その他の適切な管理に必要な措置を講じなければならない。 

また、契約書第５条に基づき、第三者に業務を委託する場合、当該者に対しても本仕様書と同様の秘密保

持義務を課すとともに、当該者による秘密情報の取扱いについて、受注者は一切の責任を負うこととする。 

（５）従事者への周知 

受注者は、業務に従事している者（以下「従事者」という。）に対し、在職中及び退職後において、当該

業務に関して知り得た秘密情報及び個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならな

いことを周知しなければならない。 

受注者は、業務を遂行するために取り扱う個人情報の適切な管理が図られるよう、従事者に対して必要か

つ適切な監督を行わなければならない。 

（６）利用者の制限 

受注者は、業務の遂行のために開示又は提供された秘密情報及び個人情報について、業務の遂行に必要と

認められる従事者以外に開示又は提供してはならない。 

（７）持出しの禁止 

受注者は、発注者又は受注者が管理する秘密情報及び個人情報を、物的移動（複製物を作成し、複製物を

移動させる場合も含む）、磁気的・電子的・ネットワーク的移動等の方法を問わず、無断で持出してはなら

ない。 

（８）複写又は複製の禁止 

受注者は、業務を遂行するために発注者から引き渡された秘密情報及び個人情報が記録された資料等を複

写し、又は複製してはならない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を受けたときは、この限りでない。 

（９）守秘義務 

受注者は、業務の遂行上知り得た秘密情報及び個人情報を他に開示・漏えいしてはならない。 

ただし、下記の項目に該当するものは、この限りではない。 

①公知であるか、又は入手後公知となった情報 

②相手方より受領する以前から当事者が知っていた情報 

③当該業務と無関係に、当事者が知っていた情報 

④相手方の書面による同意を事前に得て開示された情報 

⑤法的手続き又は公認会計士による監査等により当事者が開示を求められる情報 

（１０）履行期間終了後の取扱い 

受注者は、業務の履行期間終了後、速やかに、秘密情報及び個人情報が記載又は記録された文書、図画、

電磁的記録等の媒体（複写物及び複製物を含む。）を返還し、返還が不可能又は困難な場合には、発注者の

指示に従って、当該媒体を再生不可能な状態に消去又は廃棄する。 

秘密保持に係る規定は、法令の定めにあるものを除き、履行期間終了後もなお有効とする。 

（１１）取扱い状況の報告及び調査 



発注者は、必要があると認めるときは、業務を遂行するために取り扱う秘密情報及び個人情報の取り扱い

状況を受注者に報告させ、又は事前に受注者と調査日時や範囲等を協議のうえ、実地に調査することができ

る。 

（１２）指 示 

発注者は、受注者が業務を遂行するために取り扱っている秘密情報及び個人情報について、その取り扱い

が不適正と認められるときは、受注者に対して必要な指示を行うものとし、受注者はその指示に従わなけれ

ばならない。 

（１３）事故時の報告 

受注者は、秘密情報及び個人情報の不正使用、漏えい、滅失又は毀損その他の事故が生じ、又は生ずるお

それがあることを知ったときは、速やかに発注者に報告し、発注者の指示に従うものとする。 

（１４）損害のために生じた経費の負担 

秘密情報及び個人情報の不適切な取扱いにより発生した損害（第三者に及ぼした損害を含む。）のために

生じた経費は、受注者が負担するものとする。 

ただし、その損害が発注者の責めに帰する事由による場合においては、その損害のために生じた経費は、

発注者が負担するものとする。 

 

第２５条（光熱水費） 

発注者は、発注者の施設を使用する車両管理員の光熱水費（管理用事務室等における電気及び水道料金等）

を負担するものとする。 

 

第２６条（不動産使用貸借） 

発注者は、受注者が業務を実施するために必要な不動産を使用貸借することとし、対象不動産は契約締結

後に様式第１５号（不動産使用貸借一覧表）にて通知する。 

なお、対象不動産に変更が生じた場合も同様とする。 

 

第２７条（書類の提出方法） 

  受注者は、この仕様書に定める書類の提出方法について、発注者の指示に従うものとする。 

 

第２８条（協議事項） 

この仕様書に定めのない事項又はこの契約に関し疑義を生じた事項については、発注者の指定する者及び

受注者が協議して定めるものとする。 

以 上 


